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前編では、「タイ国地方行政能力向上共同研究」

の活動および成果を述べた。後編では、同共同

研究を通じて形成された「タイ国自治体間協力

プロジェクト」について紹介し、さらに一連の

取り組みをキャパシティ・ディベロップメント

の観点から分析、提言する。

II 「タイ国自治体間協力プロジェク
ト」の事例紹介と成果および教訓

本章では、共同研究会の提言を受けて案件形

成された「タイ国自治体間協力プロジェクト」

の実施経緯とその成果を概観したうえで、短期

間の小規模プロジェクトながら試みた新しい取

り組みと、地方行政能力向上分野のプロジェク

トとして直面した課題に着目し、プロジェクト

実施上の教訓を引き出す。

1. プロジェクト実施の経緯

前章で考察したとおり、共同研究会では、研

究の自由の保障に多くの留意が払われ、委員は

研究課題に対してさまざまな視点からの検証と

課題解決に向けての総合的なアプローチとなる

政策提言を目指した。その一方、共同研究会の

実施と並行して、共同研究プロジェクトの直接

的な目的である研究成果を活用しての日タイ技

術協力プロジェクト形成の検討が、企画調査員

の業務の１つとしてDLA側と共同で進められ

た。

協議当初より日タイ双方に着目された課題は、

〔特別報告〕
Special Report

地方分権に資する地方行政能力向上への
協力から学ぶこと

─キャパシティ・ディベロップメントから見たタイの活動事例─

（後編）

永井　史男* 尾崎　和代**
Fumio NAGAI Kazuyo OZAKI

小西　伸幸*** 横田　千映子****
Nobuyuki KONISHI Chieko YOKOTA

* 大阪市立大学大学院法学研究科教授および元 JICA短期専門家（地域開発計画手法）

** 元 JICA企画調査員（地方行政能力向上）およびプロジェクト専門家（開発業務調整）

*** JICAアジア第一部第二グループ東南アジア第三チーム　チーム長

**** 元 JICA企画・調整部事業評価グループ　テーマ別評価チーム　職員

（現在 JICA海外長期研修にて英国バーミンガム大学大学院修士課程在学中）



77国際協力研究　Vol.23 No.1（通巻45号）2007.4

〔特別報告〕

自治体間協力であった。そのおもな理由として、

共同研究会を通じて、①自治体間協力推進が、

自治体行政能力向上において大きな課題となっ

ている事業規模の適正化に対し、現状で適用で

きる有効な支援であることが検証されたこと、

②一部事務組合や広域連合をはじめとする日本

の広域行政の取り組みの分析・検証により、日

本の経験に基づく支援がタイ側に有効であるこ

と、さらに、③自治体間協力推進は、プロジェ

クトのカウンターパート機関となるDLAの所掌

業務であり、DLAとの協力プロジェクトに適し

た課題であること、④プロジェクト活動が中央

政府の政策検討支援にとどまらず、将来的に自

治体を対象とした技術協力プロジェクトの実施

が期待される課題であることが挙げられる。共

同研究会では、自治体間協力推進の大前提とし

て、中央政府の明確な推進政策の打ち出しと具

体的な協力実施に係る方途の明示の必要性が提

言されたが、これに応えるべく、自治体を対象

とした自治体間協力ハンドブックの作成を目的

とする同プロジェクトが形成された。

2. プロジェクトの活動

（1）実施プロセス

プロジェクト活動（図－3）は、中央政府によ

る自治体間協力推進政策の検討を特定サイトか

ら収集した情報を検証しながら進められた。具

体的には、①現行の制度・政策の分析および日

本をはじめとする他国の事例検証をふまえたう

えで、DLAにおける自治体間協力推進政策の検

討、②モデルサイトにおける自治体間協力の現

状と協力事例ごとの協力推進のための方策に係

る情報収集、③上記の①および②の成果に基づ

く、自治体間協力推進ハンドブック作成の3段階

をたどった。

プロジェクト形成段階において、DLAからは、

これらの活動に加えて、策定したハンドブック

を活用したモデルサイトにおける自治体間協力

事業実施と、その結果をフィードバックしたハ

ンドブックの修正も提案された。しかしながら、

これらは中央政府による政策の明確な打ち出し

を前提とした次の段階の活動となる。自治体間

協力はDLA にとってこれまで支援経験のない新

しい分野であったため、DLAとの協議の結果、

初回であるプロジェクトの活動範囲は上記3段階

にとどめ、着実な第一歩をねらった。

主要な活動として、①では、現行の制度・組

織で実施可能な自治体間協力への具体的な方途

の検討に加えて、現行の法律では対応できない

組合設立に向けた政策も協議した。②は、3カ所

のモデルサイトにおいて、自治体間協力事業関

係者自身による現状分析と協力事業の方途検討

を目的としたワークショップを各モデルサイト

で 2回ずつ開催し（2003年 12月～ 2004年 6月）、

①の活動に必要な現場からの情報を収集した。

また、モデルサイトでの活動成果を報告するセ

ミナーを、モデルサイト関係者が一堂に会する

バンコクで開催した（2004年 6月）。このセミ

ナーは、モデルサイト間の情報共有の場である

と同時に、DLAとモデルサイト関係者の意見交

換の場となった。①と②の活動は並行して実施

し、モデルサイトでの検証結果を随時DLAの政

策検討に反映させた。また、活動の集大成であ

る③のハンドブック作成においても、モデルサ

イト関係者がその構成と内容の検討に参加した。

（2）人材リソースの投入

本プロジェクトの活動は、相手国の地方行政

制度・組織の構築に直接関わる。よって、効果

的なプロジェクトの実施には、地方政治の内情

に通じ、自治体支援の経験が豊富なタイ人学識

経験者の活用が不可欠と考えた。共同研究会で

構築された人的ネットワークは、このタイ人リ

ソースの確保に大いに役立った。共同研究会で

自治体間協力に係る提言を作成したパタン・ス

ワンモンコン准教授が所属する首相府系列の研

究所であるタイ行政改革コンサルタント研究所
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（Thailand Innovative Administration Consultancy

Institute：TIA）は、当該分野の調査研究の実績

と豊富な行政支援の経験を有していることから、

TIAの学識経験者チームに、DLAとのハンド

ブックの共同作成とそのために必要な調査･ワー

クショップの実施支援といった業務を委託した。

JICA専門家は、タイ側が求める日本の広域行

政に係る知見を提供し、タイの自治体間協力推

進に向けての助言を行った。プロジェクトの支

援対象が中央政府と自治体の双方となることか

図－3　自治体間協力プロジェクト活動概略図 

（プロジェクト実施期間：2003年9月18日～2004年9月17日）

中央政府（自治体振興局）での活動 

①自治体間協力推進政策の検討 ③自治体間協力ハンドブック作成 

タイ日共同研究会の成果
検証をふまえた自治体間
協力の現状および協力の
形態の検証 
（03.9～10） 
 
 
日本および他国の自治体
間協力の検証 
（03.9～04.2） 
 
 
現行の政策・制度の検証
と今後の推進政策の検討 
（03.9～04.7） 
 

ハンドブック案の作成 
 
関連中央省庁の役人お
よびサイト関係者によ
る内容協議 
（04.6～04.8） 
 
 
ハンドブックの作成 
（04.9） 
 

導入セミナー開催（03.9） 
第1回短期専門家派遣（03.9） 
 
 
 
 
 
長野視察研修（04.2） 
第1回～3回短期専門家派遣 
 
 
 
政策検討セミナー開催 
（04.6） 
第3回短期専門家派遣（04.8） 
 

自治体間協力推進協議 
セミナー開催（04.8）  
 
 
 
 
成果普及セミナー開催 
（04.9） 

情報交換 

情報 
提供 

情報提供 

サイト（アユタヤ県，ソンクラ県，ブリラム県）での活動 

②サイトからの情報（協力の現状，協力推進の方途）収集 

協力の現状調査およびサイトの選定 
（アユタヤおよびソンクラ：03.9～03.12  ブリラム：04.1） 
 
 
自治体間協力推進に係る課題把握 
（03.12～04.3） 
 
 
自治体間協力推進の方途検討 
（04.4～6） 

ワークショップ開催 
（アユタヤ：03.12  ソンクラ：04.1  ブリラム：04.3） 
 
 
ワークショップ開催 
（アユタヤ：04.6  ソンクラ：04. 5  ブリラム：04.6） 
第2回短期専門家派遣（04.6） 
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ら、日本の制度・政策を分析・提示できる学識

経験者と、一部事務組合や広域連合の設立から

運営までの経験を紹介できる自治体関係者の両

者が、プロジェクトの進捗状況に合わせて短期

で派遣された。派遣時期は、DLA職員を主要な

対象とした導入セミナー開催に合わせた 2003年

9月、モデルサイトにおいて自治体間協力事業を

検討する 2004年 2月、そしてガイドラインへの

助言を行う2004年6月の計3回であった。第1回

の派遣では、日本の自治体間協力の分野および

その形態と協力によるメリットを報告するとと

もに、関連の制度・政策を紹介した。また、一

部事務組合や広域連合の組織概要、設立までの

プロセスと運営における留意点を具体的に解説

した。続く第2回の派遣では、モデルサイト関係

者を主要対象者として、日本の地方自治体にお

ける事務の共同処理についての一般的な説明を

行うとともに、一部事務組合・広域連合の設立

から運営までの実践的で詳細な報告をした。第3

回の派遣では、ハンドブック作成が予定より遅

れていたため、ハンドブック案への助言を行う

活動が計画どおりに進められなかった。しかし、

この派遣により、自治体間協力関連法の改訂を

検討していた自治体間協力推進委員会（後述）

のメンバーに対して、日本の法令を解説し、委

員と直接の質疑応答ができた。

また、タイ人学識経験者チームおよび日本人

専門家の活動計画を策定し、DLAとの共同作業

を進める JICA専門家が全期間派遣され、プロ

ジェクトの進捗管理と全体調整を行った。

（3）モデルサイトでの活動

自治体間協力の現場となるモデルサイトの現

状分析とモデルサイトにおける協力の方途の検

証は、自治体間協力という新しい分野で初めて

実施される本プロジェクトにとって必要不可欠

の情報を提供するものであり、そのモデルサイ

ト選定は慎重に進められた。3つのモデルサイト

すべてを決定するまでに、モデルサイトでの実

質的な活動とほぼ同じ期間を費やした。

選定にあたって最も比重を置いた点は、当該

県の県知事が自治体を含む地方開発関係機関間

の連携の必要性を重視していること、ならびに

自治体間協力に関心の高い自治体が複数あるこ

とであった。加えて、自治体間協力の形態（覚

書や契約書に基づく事業共同運営、組合設置、

民間委託等）、ステークホルダー、自治体間協力

事業の分野についてモデルサイトごとの多様性

を確保するよう配慮した。協力事例の分野は、

事業の優先度が高い、環境保全（ゴミ処理、廃

水処理、食肉処理場整備、公害対策）、観光振興、

インフラ整備（河川・河岸整備、水供給、下水

整備）、開発計画策定を候補とした。以上の点と

モデルサイト候補側の受入れ態勢を考慮した結

果、アユタヤ、ソンクラ、ブリラムの3県をモデ

ルサイトとして決定した。この3県は、いずれも

県知事が地方行政機関の連携を重視しており、

県の開発基本構想となる県開発戦略には、協力

事業の推進が明記されている。

プロジェクト実施中に、3県全県が、県知事も

しくは副知事を長とする協力事業検討のための

推進委員会を設立した。アユタヤ県では、観光

振興を主要目的とした地域開発計画策定、ソン

クラ県では消防事業と幹線道路整備、ブリラム

県では、緑化と経済振興を目的とした植樹事業

が、それぞれの委員会で協力事業として検討さ

れた。このように、モデルサイトとなった3県は

協力事業推進に係る先進県であり、自治体間協

力実施に向けての方途検討の実例を提供した。

（4）日本における研修の実施

さらに、日本の広域行政全般に係るタイ側の理

解が進んだ段階で、長野県を受入先とする日本で

の研修を実施した（2004年2月）。研修の目的は、

同県の広域行政推進政策の検証と広域行政機関

設置から運営までの具体的な方法および課題を

把握すること、さらに研修で得た知見をタイにお

ける自治体間協力推進に活かすことであった。
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この研修は、主として JICA短期専門家の活動

を通して学んだ日本の広域行政の現場を見て、

現場の関係者と直接の意見交換をしたいという

タイ側の強い要望に応えたものであり、研修の

全期間を自治体と一部事務組合・広域連合の運

営施設および事務局の視察に充てた。教育、廃

棄物処理、消防事業、老人福祉といったタイ側

が希望する分野の、広域行政に係る組織・制度

から実際の運営までを把握できるようにした。

なお、この研修の企画から実施に至るまで、

タイに設置されたプロジェクトオフィスが一貫

して携わった。研修先の長野県と直接連携し、

その協力を得てプロジェクトオフィスが必要と

する研修プログラムを組み立てていった。また、

研修実施上、必要な手続きは、JICAタイ事務所

が担当した。

3. プロジェクトの成果検証

自治体間協力は、多くのタイの自治体におい

て、まだなじみの薄い新しい行政形態である。

このハンドブックの作成までの過程は、自治体

を巻き込んでの協力推進の方途検討の重要な段

階であり、自治体間協力推進の導入期に欠かせ

ない活動を網羅したと考える。

（1）モデルサイトでの活動成果

モデルサイトでの活動により、自治体間協力

推進の検討に効果的な情報を収集することがで

きた。ワークショップで取り上げた事例では、

小規模自治体間の協力や大規模自治体とその周

辺の小規模自治体との協力、県行政主導の関係

地方行政機関間の協力などの諸形態と、ゴミ処

理や消防事業、観光対策事業などの分野の、双

方がバランスよく提示された。

多くのケースに共通する協力推進上の障害と

して確認できたのは、①協力事業のコアとなる

ホスト役機関の不在、②事業実施のための予算

および人員確保に係る困難、③事業実施のため

の専門的な知識および技術の不足、④広域事業

計画策定における自治体と中央政府の地方出先

機関等関係行政機関間の十分な協議と協力の不

足、などである。これらの中には、DLAの所掌

業務内では解決できない課題も数多く含まれて

おり、課題解決のためには、地方分権化政策の

マスタープラン策定を担当する首相府地方分権

委員会事務所や当該事業分野管轄の中央省庁の

関与が必須である。

（2）人的リソース投入の成果

実施したそれぞれの活動の成果としては、タ

イ人学識経験者の活動は、ほぼ当初の計画どお

りであった。特にサイトにおけるワークショッ

プでは、短期間ながらサイト関係者の参加が確

保され、既述のとおりの成果を上げた点が注目

される。タイ人学識経験者は、政府機関である

DLAでも掌握していないであろう地方の政治事

情や多様なステークホルダーの役割に精通し、

ワークショップを的確に運営した。

JICA短期専門家の派遣も、タイ側が必要とす

る支援をおおむね適切な段階で実施できた。第1

回の派遣では、日本の政策から現場における実

施までを包括的に提示することができ、プロ

ジェクト推進の動機づけとなったと考える。特

に、一部事務組合や広域連合といったタイには

まだ存在しない広域行政機関の機能には多くの

注目が集まった。第2回の派遣活動は、おそらく

タイで初めての自治体関係者を対象者とした日

本の広域行政の紹介であったが、参加者から熱

心な質問が続いた。自治体間協力の具体的なイ

メージをサイト関係者がつかむ好機となったと

考えられる。第3回の派遣では、組合（サハカー

ン）設立に向けて地方自治関係法の改訂検討を

始めたDLAの関係者に日本の事例を解説し、タ

イ側の求める情報を直接提供できたことは有用

であった。

（3）日本における研修の成果

タイ側からの強い要請で実施された長野県の

視察研修は、プロジェクト活動推進の強い動機
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づけとなった。長野県には小規模自治体が多く、

広域連携による行政サービスの提供例が豊富に

あり、同じく小規模自治体の行政能力向上を自

治体間協力の方途から探るタイからの参加者の

大いなる関心を引いた。この研修で学んだ日本

の一部事務組合や広域連合の設立までの一般的

なプロセスと組合の規約事項は、タイにおける

組合設立の具体案検討の参考とされた。参加者

が、希望するすべての分野において、関係する

組合の事務局および施設を視察できたことが、

これらの情報の理解とタイの現状に即した形で

の応用を探索することを助けた。さらにホスト

役の県には、国の広域行政を熟知した職員がお

り、国の政策を受けた県独自の市町村支援対策

方針を聞くことが可能であった。

この研修に参加したDLA局長は、研修前まで

は自治体間の協力は自治体側の発意に基づく取

り組みで推進していくべきという認識を示して

いた。しかし、この研修中、国家の制度構築支

援における役割や協力に向かう道筋をつける県

行政の役割の重要性を強調するようになった。

局長は帰国後、当初予定になかった自治体間組

合設立に係る内務省令および財政措置の改訂検

討に、局を挙げて取り組み始め、局内に関係各

課の課長を委員とする自治体間協力推進委員会

を設立した。

（4）プロジェクトの成果

最終的にプロジェクトでは、所期の目的であ

る自治体間協力推進のためのタイ国初のハンド

ブックを、モデルサイトでの検証例や日本をは

じめとする他国の協力事業例も盛り込んで作成

し、DLAが国内全自治体に配布した。さらに、

DLAによる関連法の整備検討は、議会と事務局

組織を併せ持ち予算申請のできる組合を設立し

て行う、本格的な自治体間協力への道を開く可

能性を持つ。また、モデルサイトでのワーク

ショップは、協力の方策検討にとどまらず、自

治体間協力による具体的な事業形成を目的とす

るに至っており、自治体での実践支援というプ

ロジェクトの次の段階を実現する大きな可能性

を示唆している。

4. プロジェクト実施における工夫と教訓

プロジェクト活動の結果から導き出された有

効と思われる工夫と教訓を、以下に述べる。

（1）日タイ共同研究会と連動したプロジェクト

形成

本プロジェクトは共同研究会の政策提言を受

けて開始されたが、共同研究会の活動そのもの

が、プロジェクトの形成および実施に重要な役

割を果たしている。まず、共同研究会での自治

体間協力推進に係る検討は、プロジェクト形成

に不可欠である現状分析と課題の把握、加えて

タイの地方自治体への紹介が有用と考えられる

日本の経験の抽出といった過程を網羅している

点が挙げられる。しかも、現地事情に精通する

タイの研究者と日本の行政学者の共同チームに

よるこの研究では、日本側単独のプロジェクト

形成調査やタイ側単独のプロジェクト要請機関

による事前調査と比較して、より正確な現地情

報の把握と高い専門性を確保した分析が行われ、

さらには日タイ双方向の多角的視点からの考察

がなされている。また、共同研究会実施時に構

築した人的ネットワークが、技術協力プロジェ

クト実施段階において、タイ側の人的リソース

の確保に役立ったことは、既述のとおりである。

さらに、プロジェクトのカウンターパートが、

共同研究会から一貫して一連の活動に関わった

ことは、彼らのプロジェクトへの理解を深め、

プロジェクト実施における主体的な参画の意識

を高める効果があった。このように、共同研究

会は本プロジェクトにおいて、タイ側のオー

ナーシップの醸成と現状に即した効果的な活動

の投入に有効であった。地方行政能力向上支援

という相手国の複雑な政治・社会的な背景をふ

まえた活動を展開していくことが求められるプ
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ロジェクトにおいて、相手国と共同研究会を立

ち上げて技術協力プロジェクトに連動させるア

プローチがもたらすメリットは、注目に値する。

（2）相手国の人材リソースを活用した投入形態

プロジェクトでは、タイ人学識経験者がDLA

とのハンドブック共同作成までの中核業務を担

う一方、JICA短期専門家はタイ側が必要とする

段階で、日本の地方行政に係る知見を提供した。

さらに、これら日タイ双方のリソース投入計画

策定とプロジェクトの全体調整のため、タイ語

を解する JICA長期専門家が配置され、タイ側関

係者との積極的な調整業務を行った。県知事経

験者を含むタイ人学識経験者チームは、モデル

サイトにおける地方政治の内情と事業実施に係

るステークホルダーをよく把握し、幅広い人的

ネットワークを確立した。このことはワーク

ショップの役割が、効率的な現場からの情報提

供にとどまらず、自発的な協力案件形成にまで

進んだことと関係している。またDLAとの協働

も円滑であり、タイ側のオーナーシップを確立

するのにも有効であった。相手国の自発性に基

づく組織・制度の構築支援を行うこの投入形態

は、当該協力分野の人材が育っている国の行政

能力向上支援プロジェクト実施において、導入

の検討に値するものといえる。

（3）多様なステークホルダーの存在

自治体事業の推進にはさまざまなステークホ

ルダーが関わることに留意したい。タイでは、

19世紀末から中央集権的な地方行政制度が確立

されてきた（図－1〈前編〉）。1970年代以降の農

村開発には、NGOも積極的に関わり、地域に

よっては自助努力による開発能力の高い住民組

織が形成されているが、農村地帯の地方自治体

は、開発行政における後発組織である。

プロジェクトでは、自治体の執行部や議員、

自治体職員といった自治体関係者にとどまらず、

中央政府の出先行政機関である県行政や郡行政

側の長や、専門技術を有する関係中央政府の出

先機関職員、さらには住民側でも各種合議制度

を有する村（ムーバーン）の村長、インフォー

マルな住民リーダーまでをワークショップの対

象者として検討した注 10）。たとえば、モデルサイ

トの1つであるブリラム県で協議された植樹事業

では、幹線道路沿いの植樹計画づくりに村長や、

樹木および風土に造詣が深い住民が参加してお

り、木の選定から植樹後の管理方法まで意見を

出し合った。自治体は地域の事業計画をまとめ、

共同で事業を行う他の自治体との計画調整の役

割を果たしている。また、植林を専門とする農

業協同組合省の職員とこの事業に協力する民間

の会社が、技術面の支援を行う予定である。

このような事業の検討には、前述したさまざ

まなアクターの把握が不可欠である。さらに、

事例によっては、NGOや学術機関まで対象を広

げる必要があるかもしれない。自治体組織だけ

に注目していては、効果的なプロジェクト実施

は難しい。対象者とキーパーソンの割り出しに

は慎重な検討が必要であるが、外国人である日

本人専門家にとっては、この取り組みは、限ら

れたプロジェクト期間内における困難な作業の1

つである。本プロジェクトでは、この観点から

も既述のタイ人学識経験者の活用効果は大き

かった。

（4）地方自治体の主体的なプロジェクトへの参

画

タイでは、地方自治体が海外のドナーに対し

て技術協力プロジェクトの実施を直接要請する

ことはできず（バンコク都を除く）、自治体を対

象とするプロジェクトはすべて中央省庁からの

要請に基づいている。しかし、中央省庁から申

請されたプロジェクトは、自治体にとって省庁

から委託された追加業務という位置づけになる

傾向にあり、場合によってはプロジェクト参加

の動機づけに問題を抱えることが予想される。

本プロジェクトでは対象とする地方自治体選定

に多くの時間をかけたが、できれば自治体にプ



83国際協力研究　Vol.23 No.1（通巻45号）2007.4

〔特別報告〕

ロジェクト形成時から関与してもらうことが望

ましい注 11）。

本プロジェクトについては、共同研究会の視

察先の地方自治体に、ワークショップを開催し

たサイトの自治体を含めていたなら、モデルサ

イトでの活動がより効果的であったと考える。

（5）プロジェクト主導の日本における研修の実

施

プロジェクトが必要とする段階で実施できた

日本での視察研修はきわめて有効であった。タ

イでは存在しない行政形態である組合の具体像

を示し、協力推進の動機づけを図るのに、他の

スキームで代替できない効果があった。これは、

プロジェクトオフィスが企画から実施まで、視

察先と直接連携しながら進めた研修であったこ

とも大きく影響している。まず、参加者のニー

ズと視察先のキャパシティを考慮し、最も研修

成果が上がる選択ができた。また、プロジェク

ト主導の研修であるからこそ短期間での準備が

可能であり、研修の最も効果的なタイミングを

つかむことができた。さらに、日本での研修と

プロジェクト活動の効果的な連動も容易であっ

た。この研修を担当した長期専門家がこの日本

での研修に同行したため、研修成果は、その後

のプロジェクト活動に効率よく反映できた。ま

た、長野県から広域行政を担当する職員が、前

述した第 2回の短期専門家として派遣されたが、

この専門家の活動は、視察研修のフォローアッ

プとしても有用であった。

（6）政府関係機関同士の連携

最後に、関係政府機関との連携の必要性を強

調したい。既述のとおり、プロジェクトで問題

となった分権化政策全体における自治体間協力

の位置づけや、自治体の管轄事業の明確化は、

DLAの所掌業務を超えるが、特定分野の協力事

業形成を支援していく場合、当該分野を所掌す

る政府機関の巻き込みも重要となる。縦割り省

庁における横の連携確保は、タイに限らず困難

であるが、この分野のプロジェクトでは避けて

通れない課題といえる。

以上、これまで、共同研究会と、その成果を

活用して形成された自治体間協力プロジェクト

について、その活動と成果を検証することによ

り、両プロジェクトにおける工夫と教訓を導き

出した。次章では、キャパシティ・ディベロッ

プメント（以下、CD）の視点から、両プロジェ

クトを検証し、地方行政能力向上分野のプロ

ジェクトが留意すべき課題を考察する。

III CDの視点からの考察

本章では、「共同研究会」と「タイ国自治体間

協力プロジェクト」における経験から得られた

教訓をもとに、CDの視点から考察を行う。両プ

ロジェクトによる取り組みは、タイにおける地

方分権化の状況をふまえ適切なタイミングで効

果的な協力を実施した。その効果をCDの観点か

ら考察することで、両プロジェクトが実践した

「地方行政能力向上」の特徴を総体的に明らかに

する。そして、今後の当該分野における協力へ

の示唆を導く。

1. 地方行政能力向上におけるCDの考え方

開発援助におけるCDは「途上国の課題対処能

力が、個人、組織、社会などの複数のレベルの

総体として向上していくプロセス」を指す注 12）。

途上国の地方分権化においては、一般的に制度

的な改革が不十分なまま先行し、その実践ある

いは地方の能力的な受け皿の問題が十分に解決

していないことが共通の課題といえる注 13）。地方

行政能力向上に係る支援においては人材面の運

営・実施能力のみならず、上記CDの観点から、

そのキャパシティを包括的にとらえ、組織・社

会（制度・政策を含む）面の強化を進めるとと

もに、持続的な能力育成のための効果的アプ

ローチを組み合わせて実践することが重要であ
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る。また、背景や状況は個々の国によって大き

く異なるため、それぞれの国に即した地方自治

体のあり方を検討し、実践していく対応能力を

醸成するという点からも、CDの観点から分析す

ることの重要性は大きい。地方行政は中央政府

と地域社会の結節点として、中央にて定められ

た施策を執行し、中央へ必要な地域情報の提供

を行うとともに、地域のニーズに即した行政

サービスを提供し、住民の参加・自助を促進す

ることにより、行政の効率性と効果を高めるこ

とが期待されている。よって、地方行政能力向

上を考える際には、中央政府との関係性、およ

び地域社会との関係性の中で地方自治体をとら

えることが必要である。地方自治体を取り巻く

CDを表－2のとおり分類する。

タイにおいては既述のとおり地方行政ライン

（中央省庁ライン）と地方自治ラインが並存して

おり、中央と地方の関係性は中央からの行政

サービスのデリバリーという視点と、地方自治

の実現という視点の双方が混在していることに

留意する必要がある。地域社会にとっても同様

であり、これまでほとんどの行政サービスを

担ってきた地方行政（中央省庁ライン）と地方

自治体における地方自治とのバランス・関係に

ついて、認識が芽生え始めた段階である。地方

自治体と中央、地域社会との複層的な関係性は、

それぞれの位置づけが地方分権化の実践の中で

役割の明確化の途上にあるといえよう。また、

個人・組織・社会といった包括性については、

特に個人・組織面が脆弱であると考えられる。

地方自治体、特にタンボン自治体は人材・予算

が不足している中で、上位自治体からの指示に

より行う業務も多く、主体的な計画策定や施策

の実施を行うまでにはまだ至っていないのが現

状である。

表－2　地方自治体を取り巻くCD

注）＊ 『キャパシティ・ディベロップメント（CD）報告書』では，キャパシティをあらゆる要素の集合体として包括的にとらえる必要が 
           あるとし，CDの特徴の1つとして「キャパシティの包括性」を挙げている． 
      ＊＊タイの地方レベルには，地方行政（中央政府の出先機関的役割）と地方自治体が混在しているため，双方につき言及している． 
 

包　括　性  

複
　
層
　
性 

 

地方自治体管轄の中央政府

職員，各ライン省庁職員の

知識・技能の向上 

 

 

地方自治体職員，地方自治

体議員の知識・技能の向上 

 

 

 

住民リーダー，住民組織メ

ンバー，NGOスタッフ等の

知識・技能の向上 

 

 
地方自治体管轄の中央政府

組織強化，各ライン省庁の

地方行政マネジメントシス

テム改善，組織体制の強化 

 

地方自治体，地方議会のマ

ネジメントシステム，組織

体制の強化 

 

 

住民組織，NGOのマネジメ

ントシステム，組織体制強

化 

 

 

分権化等の法律・政策，各

ライン省庁の政策等の構築

・改善 

 

 

公共サービスのデリバリー

システム，地域社会との協

働メカニズムの構築・改善 

 

 

行政との協働メカニズム，

開発計画・策定への参加制

度等の構築・改善 

 

 

中央政府 

（マクロ） 

 

 

 

地方自治体＊＊

（メゾ） 

 

 

 

地域社会 

（ミクロ） 

 

 個人 組織 社会 
   （政策・制度を含む） 

キャパシティを 
とらえる3層の視点＊ 

 
 
 
複層的な 
レベル 
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2. CDの視点からとらえたプロジェクトの成果

（1）共同研究プロジェクト

共同研究プロジェクトでは、中央政府レベル

を対象とし、地方行政能力向上に向けた具体的

な政策・制度の形成および改善に資する提言を

行った。地方分権に係る行政基盤を整えること

は、地方行政が効果的・効率的に機能するため

にはきわめて重要であるが、政策・制度面に対

する協力は JICAにおいてはあまり前例がないの

が実状である注 14）。本プロジェクトでは課題の検

討にあたって相手側の主体性を引き出し、相手

側が考えるためのサポート（材料・事例・考え

方の提供）に徹することを通じた政策・制度支

援を試みた。政策・制度面の支援は、国のあり

方そのものに影響を与える側面もあるゆえに、

相手国の主体性を重視し慎重に進める必要があ

るが、同プロジェクトでは日本が経験を有して

いる分野を中心に、双方の学びが積み重なる形

態での支援を行うことで、さまざまな効果が得

られたと考えられる。

そのプロセスにおいては、欧米ドナーに散見

される押し付け型政策提言や、コンサルタント

委託に見られる完成版提供政策提言とは異なる

大きな特徴がある。研究の実施過程において、

合計5回にわたり双方のステークホルダーが日本

とタイで共同研究会を開催したことに加え、そ

れぞれの国の視察を通じて互いの背景・現状の

調査を十分に行い、議論を重ね、タイにとって

適当な地方自治体のあり方を検討した。このよ

うなプロセスにおいて、地方分権化の課題のと

らえ方、分析視点等の具体的な手法をタイ側が

学ぶとともに、課題に対するオーナーシップと

変革意識が醸成されるなど、タイ側（中央省庁

職員、研究者）の個人レベルでの意識改革、お

よびDLAにおける当該分野担当部署を中心とし

た組織レベルでの課題対応能力強化という効果

が得られた。政策・制度面の支援を最終ゴール

とする政策提言型協力においても、支援方法を

工夫し、キャパシティを個人レベルから制度・

社会システムレベルまで包括的にとらえたアプ

ローチの実践が重要であることを示唆している。

（2）自治体間協力プロジェクト

共同研究会の提言を受けて実施された自治体

間協力の制度・政策づくりに向けた支援アプ

ローチは、より戦略的にキャパシティを包括的

にとらえた協力が展開されたといえる。政策の

検討を主目的としつつ、その過程で各関係者

間・組織間の協働関係の構築、DLAの組織能力

強化、リーダーシップの強化（局長の意識変革）、

担当官の実行能力向上にも直接的・間接的に取

り組んだ。DLAの組織内には、部署横断的に自

治体間協力推進委員会が設置され、自治体間協

力を組織として推進する体制も確立されている。

これらの取り組みが総体として相乗効果を上げ、

ガイドラインの作成につながったといえる。

さらに、中央・地方・地域社会という複層的

なレベルをターゲットとしたことが特徴的であ

る注 15）。中央政府レベルを主たるカウンターパー

トとしながら、現状と課題の明確化を地方自治

体と共同で行っている。地方でのステークホル

ダーは地方自治体に限らず、地域住民を幅広く

巻き込んでおり、地域社会レベルまでがター

ゲットの範疇となっている注 16）。このような事業

展開により、地域の実情とニーズを的確に反映

し、複層的なレベルの役割が明確化された具体

的なガイドラインの必要性が、DLAをはじめと

する関係者に共有された。

現在、タイ政府内では、地方自治体間協力に

係る新法令設置の動きが活発化している。同時

に、地方・地域レベルではモデルサイトでの自

治体間協力プロジェクトの計画が進められ、現

在、実施中の「タイ国自治体間協力及び自治体

行政サービス基準向上プロジェクト」（「タイ国

自治体間協力プロジェクト」の実質的なフェー

ズ 2プロジェクト）では、パイロットプロジェク

トの本格的な実施を通じ、地域レベルから積み上
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げ、地域の実情を的確に反映したガイドラインの

作成と普及のための政策づくりが行われている。

3. CDの視点からとらえたプロジェクトの教訓

このようにプロジェクトの成果をCDの視点か

らとらえることで、いくつかの教訓を導くこと

ができる。

（1）キャパシティの包括性とターゲットレベル

の複層性

1点目は、地方自治体を取り巻く制度・組織や

各ターゲットレベルのキャパシティを包括的に

とらえることである。多くの国では、地方分権

化の急速な流れの中で地方行政・自治体による

効果的な行政サービスが求められる一方で、政

策が未成熟で制度・運営方法等も確立していな

いうえに、地方自治体の人的・財政的能力が限

られているのが現状である。こうした状況では、

キャパシティの包括性（個人、組織、社会）と

レベルの複層性（中央政府、地方自治体、地域

社会）を念頭に全体像を把握し、それぞれの相

関関係とキャパシティを明確にしたうえで、各

レベル間のリンケージを構築しつつ問題解決能

力を高めることが重要である（図－4）。また、

この分析をもとに協力枠組みを組み立てていく

ことで、中央政府（マクロ）の行政制度整備と

地方自治体（メゾ）の組織支援・人材育成、地

域社会（ミクロ）での事業実践といった相関関

係の深い活動を戦略的に計画・実施することが

できる。前述のとおり、共同研究プロジェクト

では中央政府レベルの社会・制度面を主ター

ゲットとしつつも包括的なキャパシティの強化

に取り組み、自治体間協力プロジェクトでは、

加えてターゲットレベルも複層的にとらえた活

動が行われた。両プロジェクトにおいて結果と

して課題解決能力の向上につながったのは、

キャパシティの包括性とレベルの複層性が正の

影響を及ぼしているといえる。地方分権化をめ

ぐる状況は国ごとに異なるが、その背景を上記

の事柄に留意して分析することで、その国に

合った支援のターゲットや方法が明らかになる

であろう。

（2）経験による内発性の醸成

2点目は、中央政府・地方自治体・地域社会の

あらゆるレベルで、ともに考え実践する共同作

業と学びによって問題意識を醸成したうえで、

パイロットプロジェクトなどを通じて制度構築、

管理能力向上等の協力を行うなど、経験のプロ

セスを通じて内発性を醸成することである。共

同研究プロジェクトでは政策提言をつくり出す

共同プロセスを大切にし、相手国のオーナー

シップの向上に力を入れた。自治体間協力プロ

ジェクトでも学びのための考える機会の提供に

重点を置き、タイ側の主体的な成果追求をサ

ポートしている。ガバナンス分野においては国

のあり方に関与する協力となることが多いが、

それゆえに協力の成果が真に相手国に内在化し

たものになるためには、日本側は考えるプロセ

スを一緒に行いサポートするパートナーという

位置づけで協力を行うことが効果的である。ガ

イドラインや手法を提示するだけでは、相手側

の社会的状況に即した成果が生まれないどころ

か、何らかの変化があったとき、的確に対応で

きる能力が醸成されない。本来の目的は、短期

的な問題解決ではなく、さまざまな変化に的確

に対応し、持続的に発展する能力を長期的に形

成することであり、それを制度的な担保によっ

て確固たるものにすることである。本プロジェ

クトのアプローチは、制度構築を目的としなが

らも、プロセスを丁寧に行っており、まさにこ

の視点に沿ったものである。

（3）サービスのエンドユーザーである地域社会

への着目

3点目は、地域社会と地方自治体の間の構造的

な協働関係に着目し、地方自治体への支援を通

じて直接・間接的に地域社会の能力面・組織

面・制度面の強化を実現することを、常に念頭
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に置いて事業を進めることである。「自治体間協

力プロジェクト」ではモデルサイトを情報収集

先と位置づけつつも、地域社会を巻き込んだ地

方自治体による主体的な自治体間協力事例の推

進の方向づけをすることができた注 17）。地方自治

体支援においては、地方自治体の組織・制度の

強化に集中するあまり、分権化の本来の目的で

ある「地域のニーズにより即した地方開発の実

現」における最重要ステークホルダーである地

域社会は置き去りにされやすい。地方自治体の

能力向上および制度強化のプロセスにおいて、

地域社会との構造的な結び付きに留意し、パイ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

図－4　共同研究および自治体間協力プロジェクトの各レベルへのアプローチ図 
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ロットプロジェクト等を通じて地域社会のニー

ズ・キャパシティにも直接・間接的な働きかけ

をし、実践により地域社会と地方自治体を結ぶ

協働関係の醸成に寄与する取り組みを行い、そ

の結果をガイドラインや政策に反映する方策は

有効性が高いといえる。同時に、モデルサイト

の実例を通じて中央政府への働きかけを積極的

に行うことで、実践を政策に反映し、面的広が

りを促進していくことができる。ただし地域社

会の状況が一様でないことから、単に手順を普

及するのではなく、地域社会の特徴（ニーズ、

固有性、キャパシティ等）を見極めたうえで地

方自治体サービスを行い得る能力の向上と制度

構築が重要である。

おわりに

技術協力事業を行うにあたり、相手国側の

オーナーシップを引き出すことの重要性は論を

またない。しかしながら、実際の技術協力現場

において、相手国側の主体的かつ持続的な課題

解決能力を、内発的に誘発するための活動を行

うためには、活動それぞれの段階で、慎重かつ

忍耐強い協力が不可欠である。地方行政支援へ

の協力においては、ステークホルダーの多様性

ゆえに、地方行政のみならず、取り巻くさまざ

まなレベルを複層的にとらえ、かつそのキャパ

シティを重層的に分析したうえで、相手国側の

主体的かつ持続的な課題解決能力を内発的に誘

発するための協力を行うことが求められる。

本稿は、タイにおける地方行政能力向上とい

う視点からの事例紹介であった。本事例は、日

タイの共同研究から、特定課題の解決のための

技術協力へと連関性をもって事業が展開された

取り組みである。同アプローチは、初期段階に

おいて漠然としている問題点を整理し、技術協

力事業の課題の設定とそれを解決していくプロ

セスを、相手国側のオーナーシップの醸成も促

進しつつたどることができた点において、ユ

ニークであった。またCDの観点からもタイ地方

行政能力向上に係る活動は、さまざまな示唆を

与えてくれている。

このアプローチが JICAの今後の技術協力事業

の実施において、1つのモデルとして活用される

ことを期待している。

注　釈

10）タイ農村部の住民組織・社会集団については，重

富真一［1996］『タイ農村の開発と住民組織』（ア

ジア経済研究所双書）や Pasuk Phongpaichit and

Chris Baker［1995］Thailand: Economy and Politics．

Kuala Lumpur: Oxford University Press，Chapter 11，

pp. 367-394に詳しい．

11）本プロジェクトのフェーズ 2プロジェクトの位置づ

けにある「タイ国自治体間協力及び自治体行政

サービス基準向上プロジェクト（2005年 10月～

2008年 9月）」では，プロジェクト側がサイトとし

て選定した県内の自治体に対して，自治体間協力事

業案件を提示し，事業に参加したい自治体を募っ

た．参加を希望する自治体とプロジェクトの実施

関係機関は，協定書（Minutes of Understanding :

MOU）を交換し，自治体の活動はこのMOUに基

づいて遂行される．この方法は，自治体側の主体

的な参加を確保できる点で有効である．

12）『キャパシティ・ディベロップメント（CD）報告

書』（JICA，2006年3月）．

13）『JICAにおけるガバナンス支援－民主的な制度づ

くり，行政機能の向上，法制度支援－』（JICA，

2004年11月）．

14）同上．

15）複層的なステークホルダーに働きかけ，相互のリ

ンク構築を行うアプローチの有用性については，

特定テーマ評価『貧困削減/地域社会開発』（JICA，

2004年10月）を参照のこと．

16）自治体間協力プロジェクトでは大学やNGOをアク

ターとして巻き込んではいないが，それらも主要

アクターとして考え得る．

17）「タイ国自治体間協力及び自治体行政サービス基

準向上プロジェクト」（「タイ国自治体間協力プロ

ジェクト」の実質的なフェーズ 2プロジェクト）で

は，モデルサイトを設定し，実際の自治体間協力

実施を側面支援している．


